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   掛川市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例 

 掛川市ふるさと応援基金条例（平成29年掛川市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって

は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分

に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

（設置） 

第１条 ふるさと納税制度（地方税法等の一部を

 改正する法律（平成20年法律第21号）により設

 けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関

 する寄附金に係る控除の特例をいう｡)により、

 掛川市を応援するために寄せられた寄附金を活

 用し、寄附者の思いを実現するための事業に要

 する経費に充てるため、掛川市ふるさと応援基

 金（以下「基金」という｡)を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金は、寄附金その他の収入をもって積

み立て、その額は、予算の定めるところによ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するた

めに必要な経費の財源に充てる場合に限り、そ

の全部又は一部を処分することができる。 

（設置） 

第１条 掛川市を応援するために寄せられた寄附

 金を活用し、寄附者の思いを実現するための事

 業に要する経費に充てるため、掛川市ふるさと

 応援基金（以下「基金」という｡)を設置する。 

 

 

 

 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げる

 収入の合計額とする。 

(1) ふるさと納税制度（地方税法等の一部を

改正する法律（平成20年法律第21号）によ

り設けられた個人の道府県民税及び市町村

民税に関する寄附金に係る控除の特例をい

う｡)による寄附金 

 (2) 地域再生法（平成17年法律第24号）第５

条第４項第２号に規定するまち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業（以下「まち・ひと

・しごと創生寄附活用事業」という｡)に充

てるために法人から寄せられた寄附金 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、予算で定め

る収入 

（処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するた

めに必要な経費の財源に充てる場合（第２条第

２号に掲げる積立額及びその運益金にあって

は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要

する経費の財源に充てる場合）に限り、その全

部又は一部を処分することができる。 



 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日までに、改正前の掛川市ふるさと応援基金条例の規定により積み立てら

れた現金及びその運用により取得した有価証券は、改正後の掛川市ふるさと応援基金条例第２条第１

号の規定により積み立てられた基金とみなす。 



 

 

 


